
■
８
月
か
ら
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
使
用
中
の
被
保
険
者
証
（
柿
色
）
の
有
効
期
限

は
、
平
成
28
年
７
月
31
日
で
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い
被
保
険
者
証
を

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、

桃
色
で
、
有
効
期
限
は
平
成
29
年
7
月
31
日
で
す
。

　

8
月
1
日
以
降
に
受
診
す
る
際
は
、
新
し
い
被
保
険

者
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
７
月
31
日
ま
で
に
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
か
な

　
　

い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　

※
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
通
常
よ
り
短
い

　
　

有
効
期
限
の
被
保
険
者
証
を
窓
口
で
お
受
け
取
り

　
　

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

■
被
保
険
者
証
の
自
己
負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
の
医
療
費
の
自
己
負
担
割

合
は
、
１
割
ま
た
は
３
割
で
す
。

　

毎
年
、
前
年
中
の
所
得
を
も
と
に
、
８
月
か
ら
翌
年

７
月
ま
で
の
1
年
間
の
自
己
負
担
割
合
の
判
定
を
行
い

ま
す
。
判
定
基
準
は
下
表
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
被
保
険
者
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

お知らせ問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

■
８
月
に
減
額
認
定
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

　

現
在
使
用
中
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
28
年
７
月
31
日
で
す
。

　

減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い
て
平
成
28
年
度
の
町
民

税
が
非
課
税
の
世
帯
の
方
に
は
、
８
月
１
日
か
ら
使
用

で
き
る
新
し
い
減
額
認
定
証
を
被
保
険
者
証
と
は
別

に
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
有
効
期
限
は
平
成
29
年

7
月
31
日
で
す
。

【
減
額
認
定
証
と
は
】
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
医
療

費
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食

費
・
居
住
費
の
負
担
が
減
額
さ
れ
ま
す

【
交
付
の
対
象
】
世
帯
全
員
が
町
民
税
非
課
税
で
あ
る
人

【
そ
の
他
】
新
た
に
減
額
認
定
証
の
交
付
を
希
望
す
る

場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

負担割合 判定基準

３割負担
同一世帯の被保険者の中に町民税の課
税所得額が145万円以上の人がいる

１割負担 上記以外の被保険者

■後期高齢者医療制度の自己負担割合

※３割負担と判定された場合でも、要件により、
申請することで自己負担額が１割となる場合があ
ります（対象者には通知を送付します）

未来ちゃん 情 局報

問 

保
険
環
境
課 
医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

介
護
保
険
料

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

8
月
中
旬
ま
で
に
、
65
歳
以
上
の
人
に
平
成
28
年
度

の
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

昨
年
度
か
ら
、
で
き
る
限
り
所
得
の
状
況
に
配
慮
し

た
き
め
細
や
か
な
保
険
料
と
す
る
た
め
、
所
得
段
階
を

16
の
区
分
に
分
け
て
い
ま
す
。
町
民
税
や
世
帯
の
状
況

等
に
よ
っ
て
該
当
す
る
所
得
段
階
に
よ
り
保
険
料
額
が

決
定
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
送
付
さ
れ
る
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
介
護
保
険
料
納
付
の
方
法
】

　

○
年
金
天
引
き
で
納
付
し
て
い
る
人

今
回
決
定
し
た
年
間
保
険
料
額
か
ら
４
・
６
・
８
月

に
天
引
き
（
仮
徴
収
）
し
た
保
険
料
を
差
し
引
い

た
金
額
を
、
10
・
12
・
平
成
28
年
２
月
に
年
金
天

引
き
（
本
徴
収
）
さ
れ
て
納
付
さ
れ
ま
す

　

○
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
人

　
　

8
月
～
平
成
29
年
3
月
ま
で
8
回
に
分
け
て
納
付

　

※
介
護
保
険
料
の
納
付
は
、
口
座
振
替
を
利
用
す
る

　
　

と
納
め
忘
れ
も
な
く
安
心
で
す

　

※
災
害
や
失
業
な
ど
や
む
を
得
な
い
理
由
で
保
険
料

　
　

を
納
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
と
き
は
、
申
請

　
　

に
よ
り
保
険
料
の
減
免
や
納
付
猶
予
を
受
け
る
こ

　
　

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

お知らせ

9 頁 平 28. 広報けいせん ７月 


